
第１００号議案 

 

 

 

   中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 上記の議案を提出します。 
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（提案理由） 

 施設の使用料の額を改定するとともに、令和６年７月１日から当分

の間のスポーツ施設に係る使用料の額の特例措置を定める必要がある。 

 



中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例 

 

 中野区区民活動センター条例（平成２３年中野区条例第１４号）の

一部を次のように改正する。 

附則に次の１条を加える。 

第８条 令和６年７月 1 日から当分の間、別表第４の規定の適用につい

ては、同表中「３００円」とあるのは、「２００円」とする。 

別表第２中野区南中野区民活動センターの項中「６００円」を「５

００円」に、「８００円」を「６００円」に、「４００円」を「３０

０円」に、「５００円」を「４００円」に、「３００円」を「２００

円」に、「２，２００円」を「１，７００円」に、「３，０００円」

を「２，３００円」に改め、同表中野区弥生区民活動センターの項中

「４００ 円」を 「３０ ０円」 に、「 ６００円 」及び 「７０ ０円」 を

「５００円」に、「３００円」を「２００円」に改め、同表中野区東

部区民活動センターの項中「３００円」を「２００円」に、「６００

円」及び「７００円」を「５００円」に改め、同表中野区鍋横区民活

動センターの項中「１，４００円」を「１，１００円」に、「１，７

００円」を「１，３００円」に、「６００円」を「５００円」に、 
 

 ７００円  を ５００円 に、「３００円」を「２００円」 
 

に、 ４００円  を ３００円 に改め 、同 表中 野区 鍋横 区  

民活動センター分室の項中「３００円」を「２００円」に、「４００

円」を「３００円」に、「６００円」を「５００円」に改め、同表中

野区桃園 区民活 動セン ターの 項中「 ４００円 」を「 ３００ 円」に 、

「６００ 円」を 「５０ ０円」 に、「 ９００円 」を「 ７００ 円」に 、

「１，５００円」を「１，１００円」に改め、同表中野区昭和区民活

動センタ ーの項 中「３ ００円 」を「 ２００円 」に、 「４０ ０円」 を

「３００ 円」に 、「７ ００円 」を「 ５００円 」に、 「９０ ０円」 を

「 「 
」 」 

」 」 
「 「 



「７００円」に改め、同表中野区東中野区民活動センターの項中「５

０ ０ 円 」 を 「 ４ ０ ０ 円 」 に 、 「 ７ ０ ０ 円 」 を 「 ５ ０ ０ 円 」 に 、  
 

 ４００円  を ３００円 に、「６００円」を「５００円」 
 

に、 ９００円  を ７００円 に 、 「 １ ， ２ ０ ０ 円 」 を  

「９００円」に、「１，４００円」を「１，１００円」に、「１，９

００円」を「１，４００円」に改め、同表中野区上高田区民活動セン

ターの項中「４００円」を「３００円」に、「６００円」を「５００

円」に、「３００円」を「２００円」に改め、同表中野区新井区民活

動センタ ーの項 中「３ ００円 」を「 ２００円 」に、 「４０ ０円」 を

「３００円」に、「６００円」を「５００円」に改め、同表中野区江

古田区民活動センターの項中「４００円」を「３００円」に、「６０

０円」を「５００円」に、「３００円」を「２００円」に、「７００

円」を「５００円」に改め、同表中野区沼袋区民活動センターの項中 
 

 ３００円  を ２００円 に、「４００円」を「３００円」 
 

に、 ６００円  を ５００円 に 、 「 ８ ０ ０ 円 」 を 「 ６  

００円」に、「７００円」を「５００円」に、「９００円」を「７０

０円」に、「１，３００円」を「１，０００円」に、「１，６００円」

を「１，２００円」に改め、同表中野区野方区民活動センターの項中

「６００ 円」を 「５０ ０円」 に、「 ４００円 」を「 ３００ 円」に 、

「３００ 円」を 「２０ ０円」 に、「 ９００円 」を「 ７００ 円」に 、

「１，５００円」を「１，１００円」に、「７００円」を「５００円」

に改め、同表中野区野方区民活動センター分室の項中「３００円」を

「２００円」に改め、同表中野区大和区民活動センターの項中「６０

０円」を「５００円」に、「４００円」を「３００円」に改め、同表

中野区鷺宮区民活動センターの項中「３００円」を「２００円」に、 
 

 ４００円  を ３００円 に、「１，４００円」を「１，１ 

」 」 

」 」 
「 「 

「 「 

」 」 

」 」 
「 「 

「 「 

」 」 
「 「 



００円」に、「１，９００円」を「１，４００円」に、「６００円」

を「５００円」に改め、同表中野区鷺宮区民活動センター分室の項中

「４００円」を「３００円」に、「６００円」を「５００円」に改め、

同表中野区上鷺宮区民活動センターの項中「６００円」及び「７００

円」を「５００円」に、「４００円」を「３００円」に、「３００円」

を「２００円」に改め、同表中野区上鷺宮区民活動センター分室の項

中「７００円」を「５００円」に、「９００円」を「７００円」に、

「３００ 円」を 「２０ ０円」 に、「 ４００円 」を「 ３００ 円」に 、

「６００円」を「５００円」に改める。 

別表第３中「１，４００円」を「１，１００円」に、「６００円」

を「５００円」に、「１，５００円」を「１，１００円」に、「２，

４００円」を「１，８００円」に、「２，７００円」を「２，１００

円」に、「９００円」を「７００円」に改める。 

別表第４中「４００円」を「３００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年７月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施

行する。 

 （経過措置） 

２  施行 日前に 中野区 区民活 動セン ター条例 別表第 ２に掲 げる施 設

（中野区南中野区民活動センターの洋室四の午前９時から正午まで

の使用、和室二の午前９時から正午までの使用及び和洋室の午前９

時から正午までの使用、中野区弥生区民活動センターの洋室一の使

用、和室一の午前９時から正午までの使用、和室四の午前９時から

正午までの使用及び調理室の午前９時から正午までの使用、中野区

東部区民活動センターの洋室一の午前９時から正午までの使用、中



野区昭和区民活動センターの和室二の午前９時から正午までの使用、

中野区上高田区民活動センターの和室一の午前９時から正午までの

使用、中野区新井区民活動センターの洋室一の午前９時から正午ま

での使用、和室一の使用、和室二の使用、和室三の使用、和室四の

使用及び調理室の午前９時から正午までの使用、中野区江古田区民

活動センターの和室一の午前９時から正午までの使用及び和室三の

午前９時から正午までの使用、中野区野方区民活動センターの和室

二の午前９時から正午までの使用、和室三の午前９時から正午まで

の使用及び音楽室二の使用、中野区野方区民活動センター分室の和

室の午前９時から正午までの使用及び洋室の午前９時から正午まで

の使用、中野区大和区民活動センターの和室一の使用、和室二の使

用、和室三の使用及び和室四の使用並びに中野区鷺宮区民活動セン

ターの和室一の午前９時から正午までの使用を除く。）及び同条例

別表第３に掲げる施設について施行日以後に係る使用の承認を行う

場合の使用料については、改正後の別表第２（中野区南中野区民活

動センターの項の洋室四の午前９時から正午まで、和室二の午前９

時から正午まで及び和洋室の午前９時から正午まで、中野区弥生区

民活動センターの項の洋室一、和室一の午前９時から正午まで、和

室四の午前９時から正午まで及び調理室の午前９時から正午まで、

中野区東部区民活動センターの項の洋室一の午前９時から正午まで、

中野区昭和区民活動センターの項の和室二の午前９時から正午まで、

中野区上高田区民活動センターの項の和室一の午前９時から正午ま

で、中野区新井区民活動センターの項の洋室一の午前９時から正午

まで、和室一、和室二、和室三、和室四及び調理室の午前９時から

正午まで、中野区江古田区民活動センターの項の和室一の午前９時

から正午まで及び和室三の午前９時から正午まで、中野区野方区民

活動センターの項の和室二の午前９時から正午まで、和室三の午前



９時から正午まで及び音楽室二、中野区野方区民活動センター分室

の項の和室の午前９時から正午まで及び洋室の午前９時から正午ま

で、中野区大和区民活動センターの項の和室一、和室二、和室三及

び和室四並びに中野区鷺宮区民活動センターの項の和室一の午前９

時から正午までに係る規定を除く。）及び別表第３の規定を適用し

た額とする。 

３ 施行日前に中野区区民活動センター条例別表第４に掲げる施設に

ついて改正後の附則第８条に規定する期間に係る使用の承認を行う

場合の使用料については、改正後の同表の規定に同条の規定を適用

した場合の同表の規定を適用した額とする。 


